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 第８章 個別的労使紛争に係るあっせん 

 

 当労働委員会では、知事からの委任を受けて、平成１４年４月１日から個別的労使紛争

に係るあっせんを行っている。令和２年の個別的労使紛争あっせん事件の新規申請件数は

１２件で、その概況は第２８表から第３２表のとおりであり、事件の概要は第３３表のと

おりである。 

１ 取扱事件数及び終結区分別事件数の状況（第２８表参照） 

個別的労使紛争あっせん事件の取扱件数は、前年繰越が５件、新規申請件数は１２件

であった。 

終結区分別に見ると、「解決」が５件、「打切り」が７件、「取り下げ」が２件であ

った。 

 

 ２ 新規申請の状況 

（１） あっせん事項別（第２９表参照） 

  解雇や配置転換など「経営・人事」に関することが７件で最も多く、「労働条件等」

が４件、「職場の人間関係」が３件であった。 

（２） 従業員規模別（第３０表参照） 

   「５００人以上」が５件で最も多く、次が「１０～４９人」で４件であった。 

（３） 業種別（第３１表参照） 

   「製造業」、「サービス業」が３件で最も多く、「医療・福祉」が２件であった。 

（４） 所要日数別（第３２表参照） 

   「１０～１９日」と「６０日以上」が３件と多く、終結９件のうち３件（33.3％）

が２９日（概ね１か月）以内であった。 

 



2 2 0 0 5 1.8

12 12 13 15 12 12.8

14 14 13 15 17 14.6

11 12 13 15 17 13.6

1 0 0 0 0 0.2

4 4 1 4 5 3.6

8 10 12 6 7 8.6

(7) (9) (11) (3) (7) (7.4)

0 0 0 0 2 0.4

0 0 0 0 0 0

12 14 13 10 14 12.6

33.3 28.6 7.7 40.0 41.7 30.3

2 0 0 5 3 2

10 7 9 8 7 8.2

3 3 5 6 2 3.8

1 1 4 2 4 2.4

5 4 3 7 3 4.4

2 0 0 1 0 0.6

21 15 21 24 16 19.4

（注）１件の申請で、あっせん事項を２以上含むものがあるため、申請件数と一致しない。

賃金等

労働条件等

職場の人間関係

その他

計

令和元 平均
あっせん
事項

経営・人事

年

平成28 平成29 平成30 令和2

令和元 平均

第２８表　取扱事件数及び終結区分別事件数一覧

翌年繰越

取扱
事件

新規申請

取扱計

労働者側申請

使用者側申請

令和2

第２９表　あっせん事項別新規申請事件数一覧

　※解決率（％）＝解決件数÷（終結件数－取下げ・不開始件数）×100

年

平成28 平成29 平成30

解決率

終
結

解決

打切り

（うち不応諾）

取下げ

不開始

終結計

前年繰越

新規申請
内訳
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1～9人

4

0

製造業

1

0

生活関連サービス業、娯楽業

情報通信業

3 3 2

3

0

1

1 1.0

2 1 2

2

3

0 0 0

12

令和2

0

4

2

0

1

0

5

12 12.8

4.0

0.4

0.6

2.2

1.4

0

1.2

0.4

0

0 0

12.8

平均令和元

3.2

0 0

従業員
数

400～499人

10～49人

50～99人

100～299人

建設業

平成29

0 1

平成30

2 3

300～399人

500人以上

計

4

0 0

電気、ガス、熱供給、水道業 0

0

0

3

平成30

0

令和元 平均平成28 平成29

2

0.2

0

令和2

2.6

0 0 1 0 0.41

3

不動産業、物品賃貸業 1 0 0 0

0 1

農業、林業

2

金融業・保険業 0

0 0 0

1 1 1 2卸売・小売業

0

0運輸業、郵便業 0

0

1 0

10

0

2 0 0 0 0

0

0

0

0.2

学術研究、専門・技術サービス業

0飲食店・宿泊業 0 0

0

2

0.4

0 0 0 0

4

0.2

1 0.4

3 4

0

医療、福祉 8

教育、学習支援業（自動車教習所を含む） 0

12 12 13 15

サービス業 3 3 4 1

計

公務 0 0 0 0

0 0

3 2.8

3

第３０表　従業員数別新規申請事件数一覧

第３１表　業種別新規申請事件数一覧

業種
年

12 12 13 15

3 5 4 3

0 0 2 0

年

平成28

3
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2 0 2 1 0 1.0

2 5 5 2 3 3.4

4 2 2 4 (2) 0 2.4

2(１) 3 2 1 2 2.0

1 0 1 1(1) 0 0.6

1(1) 0 0 2(1) 1 0.8

0 2 1 4(1) 3 2

－ － － - 3 －

12(2) 12 13 15(5) 12 12.8

第３２表　所要日数別新規申請事件数一覧

年

平成28 平成29 平成30 令和元 平均令和2

計

（注）　（　）内は、翌年に繰り越して終結した事件で、内数。

30～39日

40～49日

日数

1～9日

10～19日

20～29日

50～59日

60日以上

係属中

- 51 -



申請者
区分

業　種
申請日
終結日

雇用
形態

（従業員数）
所要日数

あっせん回数

令和元年11月8日

令和2年1月15日

59

1

令和元年12月16日

令和2年1月30日

46

1

労 令和元年12月17日

令和2年1月6日

21

0

令和元年12月17日

令和2年1月10日

25

0

令和元年12月19日 　

令和2年2月18日

62

1

令和2年1月14日

令和2年2月14日

32

0

令和2年1月27日

令和2年3月2日

36

0

①和解金の支払

あっせん事項

元－9
①制裁措置の即時解除
②パワハラに対する謝罪
③減収分の補填

元－12

正規 (38人)

（240人）

（9人）

 （ 192,889人）

元－13

R2-2

（18人）

①名誉棄損による精神的
損害に対する解決金の支
払

村 田
 

小 室
 

矢 作

解決

打切り

労働局
あっせん
不調案件

村 田
 

小 室
 

矢 作

年

労

非正規

労

取下げ 村 田
 

小 室
 

矢 作

第３３表　個別的労使紛争あっせん事件一覧

労働局
あっせん
不調案件

終結
状況

あっせ
ん 員

備考

R2-1

①減給処分の撤回
②局長からの謝罪
③心身共に多大な苦痛
を負わされた被害に対
する補償として、今まで
に減給された金額の支
払

村 田
 

持 田
 

矢 作

事件
番号

労

正規

複合サー
ビス事業

労

解決 村 田
 

小 室
 

矢 作

社会保険・
社会福祉・
介護事業

社会保険・
社会福祉・
介護事業

村 田
 

小 室
 

矢 作

元－15
①未払賃金の支払い及び
有給休暇の買い取り

村 田
 

小 室
 

矢 作

労

非正規

労

非正規

令
和
元
年
か
ら
繰
越

（不応諾）

①不当解雇に対する解決
金の支払い

（5,430人）

労働局
あっせん
不調案件

非正規

正規

製造業

（不応諾）

（不応諾）

（合意書
締結）

（合意書
締結）

打切り

解決

（合意書
締結）

職業紹介
・労働者
派遣業

（380人）

社会保険・
社会福祉・
介護事業

　
　
　
令
和
２

労働局
あっせん
不調案件

元－14

①パワハラによる精神的損
害に対する解決金の支払
い及びパワハラ加害者に
対する指導

卸売業・小
売業

打切り
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申請者
区分

業　種
申請日
終結日

雇用
形態

（従業員数）
所要日数

あっせん回数

あっせん事項年

第３３表　個別的労使紛争あっせん事件一覧

終結
状況

あっせ
ん 員

備考
事件
番号

令和2年3月4日

令和2年6月17日

106

１

令和2年3月24日

令和2年6月4日

73

0

令和2年3月26日

令和2年5月20日

56

0

令和2年7月13日

令和2年7月22日

10

0

令和2年7月27日

令和2年10月6日

72

1

令和2年9月30日

令和2年10月15日

16

0

令和2年10月8日

令和2年10月19日

12

0

社会保険・
社会福祉・
介護事業

労

（不応諾）

打切り

（不応諾）

労

非正規

食料品製
造業

(300人)

職業紹介
・労働者
派遣業

労

R2-8

R2-7

R2-9

労

非正規

村 田
 

小 室
 

矢 作 （ 71,8７１人 ）

労働局
あっせん
不調案件

村 田
 

小 室
 

矢 作

村 田
 

小 室
 

矢 作

（合意書
締結）

労働局
あっせん
不調案件

①退職届を書かされたこ
とによる、経済的・精神
的損害として補償金の支
払

(4,165人)

保険業

労

(1,040人)

正規

労
その他の
サービス
業

打切り

非正規 (40人) （不応諾）

①補償金の支払、又は、
特別休暇の復活

①解雇撤回

①解雇撤回
②有給休暇未消化分の
支払

①勤務日を増やすこと

打切り

生活関連
サービス
業

労

非正規 (70人)

解決

村 田
 

小 室
 

矢 作

村 田
 

小 室
 

矢 作

村 田
 

小 室
 

矢 作

R2—3
①補償金の支払及び謝
罪

村 田
 

小 室
 

矢 作

　

令
和
２

解決

（合意書
締結）

（不応諾）

打切り

取下げ

①離職理由の変更

R2-5

非正規 (50人)

食料品製
造業

R2-4

R2-6

非正規
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申請者
区分

業　種
申請日
終結日

雇用
形態

（従業員数）
所要日数

あっせん回数

あっせん事項年

第３３表　個別的労使紛争あっせん事件一覧

終結
状況

あっせ
ん 員

備考
事件
番号

　
　
　
　
　
　
　
令
和
二
年

令和2年11月12日

—

—

—

令和2年12月9日

—

—

—

令和2年12月24日

－

－

－

R2-12

(4,934人)

正規

労
社会保険・
社会福祉・
介護事業

正規 （45人）

建設業

R2-10

労

(16人)

令
和
２

労
卸売業・小
売業

村 田
 

小 室
 

矢 作

R2-11

正規

①解雇予告金及び解決金
の支払

村 田
 

小 室
 

矢 作

①不当解雇に伴う金銭和
解

①業務遂行中の駐車違反金は会
社負担とすること
②本人の同意なしに、又就業規
則等に規定なしに給与天引きし
ないこと
③いじめ、脅し、嫌がらせ、パワ
ハラの根絶

村 田
 

小 室
 

矢 作

係属中

係属中

係属中
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